
農林水産本省発注者綱紀保持委員会（第 23回）議事概要  

 

日   時    令和８年５月 15日 (金 ) 13:05～ 13:15 

 

場   所    農林水産省第１特別会議室  

 

出  席  者    大 臣 官 房 長 、 大 臣 官 房 秘 書 課 長 、 大 臣 官 房 参 事 官 （ 経

理 ） 、 大 臣 官 房 地 方 課 長 、 大 臣 官 房 統 計 部 管 理 課 長 、

消 費 ・ 安 全 局 総 務 課 長 、 大 臣 官 房 新 事 業 ・ 食 品 産 業 部

新 事 業 ・ 食 品 産 業 政 策 課 長 、 輸 出 ・ 国 際 局 総 務 課 長 、

農 産 局 総 務 課 長 、 畜 産 局 総 務 課 長 、 経 営 局 総 務 課 長 、

農 村 振 興 局 総 務 課 長 、 農 林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 研 究 調

整 課 長 、 林 野 庁 林 政 部 林 政 課 長 、 林 野 庁 国 有 林 野 部 管

理課長、水産庁漁政部漁政課長  

 

概   要  

１  冒 頭 、 委 員 長 で あ る 大 臣 官 房 長 か ら 、 各 委 員 に 対 し 、 過 去 に は

当 省 OBが 関 与 し た 官 製 談 合 事 件 や 東 北 農 政 局 の 職 員 が 建 設 業 者 に

非 公 表 情 報 を 教 示 し た 事 案 が 発 生 し た こ と を 踏 ま え 、 不 適 正 な 事

案 が 一 切 起 こ ら な い よ う に す る た め 、 引 き 続 き 綱 紀 保 持 に 注 力 す

る こ と を 認 識 し 、 そ れ ぞ れ の 役 割 を 果 た し て も ら い た い 旨 の 発 言

があった。  

 

２  令 和 ７ 年 度 発 注 者 綱 紀 保 持 対 策 の 実 施 状 況 に つ い て 、 大 臣 官 房

参事官（経理）から報告（資料１）。  

 

３  令 和 ８ 年 度 発 注 者 綱 紀 保 持 対 策 の 実 施 方 針 に つ い て 、 大 臣 官 房

参事官（経理）から説明し決定（資料２）。  

 

 ４  上 記 の 報 告 、 説 明 、 質 疑 応 答 の 結 果 、 委 員 か ら の 異 議 等 な く 、

閉会した。  



資料１
令和７年度発注者綱紀保持対策の実施状況の報告 

１ 農林水産本省における発注者綱紀保持研修について 

（１）企画立案担当者研修（WEB）（参加者数：49名）

地方支分部局等で実施する発注者綱紀保持研修の企画立案担当者

に対して、令和７年６月に、下記項目について研修を実施。 

＜研修項目＞ 

①発注者綱紀保持対策に関する講義（講師：大臣官房予算課）

②独占禁止法及び官製談合防止法に関する講義

（講師：大臣官房予算課） 

③ＤＶＤ聴講（各所で視聴）

（２）農林水産本省発注者綱紀保持研修（WEB）（参加者数：285名）

農林水産本省の管理監督者及び発注担当職員を対象として、令和

７年７月、８月、９月に、下記項目について研修を実施。 

＜研修項目＞ 

①７月実施（66名）

・発注者綱紀保持対策について（講師：大臣官房予算課）

・独占禁止法及び官製談合防止法について

（講師：大臣官房予算課） 

・コンプライアンスについて

（講師：茂木正光行政書士司法書士事務所） 

・ＤＶＤ聴講

②８月実施（136名）

・発注者綱紀保持対策について（講師：大臣官房予算課）

・独占禁止法及び官製談合防止法について

（講師：公正取引委員会） 

・ＤＶＤ聴講

③９月実施（83名）

・発注者綱紀保持対策について（講師：大臣官房予算課）

・独占禁止法及び官製談合防止法について

（講師：公正取引委員会） 

・ＤＶＤ聴講



（３）eラーニング（修了者数：4,945名）

農林水産省の全職員を対象として、令和７年11月４日から令和７

年11月28日にかけて、①発注者綱紀保持対策、②独占禁止法及び官

製談合防止法について、eラーニングを実施。 

（４）退職前研修（資料の視聴）（参加者数：143名）

農林水産本省の退職予定職員に対して、秘書課と連携し、令和８

年３月、①独占禁止法及び官製談合防止法上の禁止行為等を行わな

いこと、②現役の職員がこれらの法令に違反し刑事罰や懲戒処分の

対象とならないよう、正当な入札・契約の手続等を除き接触を行わ

ないことについて、研修を実施。 

（５）会計実務研修における講義（参加者数：57名）

毎年度実施される会計実務研修の講義項目に発注者綱紀保持研修

を取り入れ、発注者綱紀保持対策を周知徹底。 

・会計実務研修（第１班）

（令和７年５月21日：31名）

・会計実務研修（第２班）

（令和７年10月15日：26名）



２ 地方支分部局等における発注者綱紀保持研修について 

  本省において実施した研修と同様に、地方支分部局等において実施。 

合計 32 機関において、延べ 44,287 名が参加。 

（単位：名） 

機関名 座学研修 退職前研修 小計 ｅラーニング 総計 

（32 機関計） 27,409 709 28,118 16,169 44,287 

東北農政局 1,234 98 1,332 1,493 2,825 

関東農政局 1,341 124 1,465 1,685 3,150 

北陸農政局 989 35 1,024 951 1,975 

東海農政局 700 50 750 868 1,618 

近畿農政局 422 62 484 1,079 1,563 

中国四国農政局 57 60 117 1,245 1,362 

九州農政局 1,062 123 1,185 1,585 2,770 

北海道農政事務所 120 20 140 453 583 

北海道森林管理局 3,812 30 3,842 959 4,801 

東北森林管理局 3,302 37 3,339 843 4,182 

関東森林管理局 1,954 － 1,954 833 2,787 

中部森林管理局 5,385 1 5,386 548 5,934 

近畿中国森林管理局 2,131 － 2,131 549 2,680 

四国森林管理局 1,693 － 1,693 359 2,052 

九州森林管理局 2,133 9 2,142 665 2,807 

北海道漁業調整事務所 － － － 25 25 

仙台漁業調整事務所 1 2 3 18 21 

新潟漁業調整事務所 2 1 3 16 19 

境港漁業調整事務所 1 3 4 20 24 
瀬戸内海漁業調整事務所 － － － 17 17 

九州漁業調整事務所 3 5 8 53 61 

横浜植物防疫所 500 10 510 524 1,034 

名古屋植物防疫所 24 4 28 128 156 

神戸植物防疫所 67 6 73 228 301 

門司植物防疫所 130 3 133 130 263 

那覇植物防疫事務所 11 － 11 49 60 

動物検疫所 － 11 11 566 577 

動物医薬品検査所 19 5 24 70 94 

農林水産政策研究所 3 4 7 86 93 

農林水産研修所 18 3 21 42 63 

森林技術総合研修所 248 － 248 35 283 
農林水産技術会議事務局

筑波産学連携支援センタ

ー 
47 3 50 47 97 



 

資料２ 
令和８年度発注者綱紀保持対策の実施方針について 

１ 農林水産本省における発注者綱紀保持研修について 

本年度は、研修として、①「地方支分部局等で実施する研修の企

画立案担当者を対象とする研修」、②「管理監督者及び発注担当職

員を対象とする研修」、③「全職員を対象とする研修」、④「退職

予定職員を対象とする退職前の研修」をそれぞれ実施する。 

① 地方支分部局等で実施する研修の企画立案担当者を対象とす

る研修

ア 目的

研修の企画立案に必要な発注者綱紀保持に関する知識、関

係法令等についての知識の幅広な習得を目的とする。 

イ 開催時期

令和８年６月以降

ウ 研修項目

発注者綱紀保持対策、官製談合防止法等に関する講義及び

ＤＶＤ聴講 

② 管理監督者及び発注担当職員を対象とする研修

ア 目的

発注事務の適正性及び透明性の向上並びに発注事務に係る

綱紀の保持を図るために必要な知識を習得させることを目的

とする。 

イ 開催時期

令和８年７月、８月、９月（３回実施予定）

１回３時間程度

ウ 研修項目

発注者綱紀保持対策、官製談合防止法等に関する講義及び

ＤＶＤ聴講 



③ 全職員を対象とする研修（e ラーニング）

ア 目的

発注事務に係る綱紀の保持を図るため、発注者綱紀保持対

策、官製談合防止法等の基礎知識を習得及び再認識させるこ

とを目的とする。 

イ 開催時期

令和８年 11 月頃

実施期間１ヵ月

ウ 研修項目

発注者綱紀保持対策、官製談合防止法等に関する e ラーニ

ング

④ 退職予定職員を対象とする退職前の研修

ア 目的

国家公務員法に基づく現役職員に対する働きかけ規制、独

占禁止法等の遵守を周知徹底することを目的とする。 

イ 開催時期

原則として毎年３月に実施

ただし、退職予定職員のうち、退職時期が研修時期と異な

ることその他やむを得ない理由で退職前研修に参加できない

者に対しては、退職前に研修の内容を個別に説明 

ウ 研修項目

①独占禁止法及び官製談合防止法上の禁止行為等を行わな

いこと、②現役の職員がこれらの法令に違反し刑事罰や懲戒

処分の対象とならないよう、正当な入札・契約の手続等を除

き接触を行わないことに関する講義等 

２ 地方支分部局等における発注者綱紀保持研修について 

地方支分部局等において、本省において実施する研修と同様に実

施する。
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